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【目　 的】本学歯学部附属病院は福島県における

歯科医療の第三次医療機関として障害者の歯科診

療を行 っているが,障 害者の歯科治療に特化 した

講座 や教室 は存在 していない。 そこで,平 成11

年(1999年)に 附属病院障害児 ・者歯科診療担

当者連絡会を発足 し,障 害者に対 しては保存系 ・

補綴系の歯科医師が中心のチーム診療 として対応

している。 これまでに担当チーム数や担当歯科医

師の入れ替 わ りなど変化 も多 く,平 成24年4月

からは名称 も障害者診療グループから歯科診療特

別対応 ・口腔機能維持管理グループへ変更になっ

た。今回は障害者の歯科治療 に対応 している本学

のチーム診療を把握する目的で,現 時点における

利点 と問題点ならびに解決策について報告す る。

【方　法】本院に初診来院する障害者は保護者 ・

付添者や看護者が独自で来院 してきた者の他に患



者間での口コミ,歯 科や医科の医院 ・病院か らの

紹介,障 害者の入所施設か らの依頼 で来院してい

る。初診来院時に担当チーム(保 存系 ・補綴系担

当医)を 決定 し,保 護者 ・付添者や看護者に対 し

ての医療面接を行った後に可能な限 り患者本人の

口腔内診査 を行っている。その時の対応から歯科

治療時における行動調整法を決定 し,外 来での通

常診療が困難であると判断 された場合 は全身麻酔

下での適応 とし,歯 科麻酔科へ対診 となる。全身

麻酔下治療に際 して,高 度な観血処置が必要な場

合は本学口腔外科への依頼,器 材などの準備は歯

科衛生士,技 工に関 しては歯科技工士,さ らに術

中のエックス線写真撮影が困難な場合 には放射線

技師に依頼 している。また,全 身麻酔下歯科治療

に関しては症例によって外来または手術室での施

術ならびに日帰 りもしくは術後入院での対応を決

定 している。

【結　果】平成26年 度 における1チ ームの人員

構成 は保存および補綴系の歯科医師が2名 もしく

は3名 の合計6チ ームが編成 されている。チーム

内の保存,補 綴に特化 した者が症例別に対応する

ため,患 者本人や保護者などの希望に沿った治療

を提供することが可能である。 しかし,日 常にお

いてチームの各自は自己の業務に従事 しているた

め,初 診来院時や緊急時の対応 が困難であったり,

遅れ を生 じたりすることがある。また,患 者優先

の診療予約を決めるのは当然のことであるが,担

当者の増加にともなって予約 日時の決定が しづ ら

くなることがある。

【考　察】本学のチーム診療は症例に応 じた歯科

治療に特化 した者が担当す ることによって健常者

と差のない治療の提供が可能であり,ノ ーマライ

ゼーシ ョンとして障害者のQOL向 上 に寄与 して

いると考 えられた。 また,チ ームの人員は日常業

務に従事 しているために急な対応が困難になるこ

ともあるため,支 援可能なチームを新たに追加す

る必要があると考えられた。

【結　論】1.チ ーム診療 は症例 に合 わせて特化

した者が対応するため,健 常者 と差のない治療の

提供が可能 となり,障 害者のQOL向 上 に寄与す

ることが可能である。

　 2.チ ームの各自は自己の業務に従事 している

ため,初 診来院時や緊急時の対応 に遅れ を生 じる

ことがある。 また,担 当者の増加にともなって予

約 日時の決定がしづ らいことがある。

　 3.緊 急時に対応するための支援 として,歯 科

麻酔科医のチームを新たに加えた。


